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細
分
化
す
る
地
域
主
義
と
中
道
化・均
衡
化
す
る
地
方
政
治

インドネシアの民主化10年─その成果と課題
　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
民
主
化
が
始
ま
っ
て
一
〇
年
、

地
方
分
権
化
が
始
ま
っ
て
七
年
が
経
っ
た
。
権
威

主
義
体
制
崩
壊
前
後
に
は
、
ア
チ
ェ
や
パ
プ
ア
な

ど
で
分
離
独
立
運
動
が
盛
り
上
が
り
、
全
国
的
に

政
治
的
不
安
定
は
た
か
ま
っ
た
。
東
チ
モ
ー
ル
独

立
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
も

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
同
様
、
崩
壊
し
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
の
声
も
聞
か
れ
た
。
し
か
し
、
現
状
は

違
う
。
ア
チ
ェ
に
お
い
て
独
立
派
が
和
平
に
合
意

し
て
地
方
首
長
直
接
選
挙
に
候
補
者
を
擁
立
し
た

こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら

の
独
立
を
求
め
る
声
は
影
を
潜
め
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
各
地
の
政
治
は
物
理
的
紛
争
が
激
化
す
る
状
況

で
は
な
い
。
失
敗
国
家
・
破
綻
国
家
か
ら
は
ほ
ど

遠
い
状
況
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。

　

中
央
レ
ベ
ル
の
政
治
で
い
う
な
ら
、
権
威
主
義

体
制
崩
壊
後
、
予
想
以
上
に
民
主
化
の
ソ
フ
ト
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
が
う
ま
く
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国

軍
の
撤
退
は
漸
次
的
に
進
み
、
ス
ハ
ル
ト
大
統
領

を
次
い
だ
ハ
ビ
ビ
の
も
と
で
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
の

ゴ
ル
カ
ル
幹
部
、
ギ
ナ
ン
ジ
ャ
ル
・
カ
ル
タ
サ
ス

ミ
タ
や
ア
ク
バ
ル
・
タ
ン
ジ
ュ
ン
な
ど
が
中
心
と

な
っ
て
政
権
運
営
を
行
っ
て
保
守
中
道
の
民
主
化

へ
と
道
筋
を
つ
け
、
そ
の
後
も
ほ
ぼ
総
与
党
体
制

が
続
い
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。
一
方
、
本
稿
の

主
題
で
あ
る
地
方
レ
ベ
ル
の
政
治
に
目
を
向
け
て

み
る
と
、
大
き
く
三
つ
の
こ
と
が
中
央
地
方
関
係
、

地
方
政
治
を
形
づ
け
て
、
急
進
化
せ
ず
に
中
道
・

均
衡
の
地
方
政
治
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
の
三

つ
と
は
、
①
中
央
の
介
入
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
政

治
、
②
細
分
化
す
る
地
域
主
義
、
③
地
方
首
長
公

選
で
あ
る
。

●
中
央
の
介
入
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
政
治

　

権
力
分
散
の
民
主
化
・
分
権
化
時
代
に
あ
っ
て

も
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
へ
の
統
制
は
残
っ
て
い

る
。
石
油
な
ど
の
天
然
資
源
に
つ
い
て
は
中
央
管

理
が
基
本
的
に
継
続
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
リ
ア

ウ
州
の
パ
カ
ン
バ
ル
沿
岸
油
田
に
対
す
る
州
政
府

の
権
利
要
求
に
つ
い
て
も
う
ま
く
は
ね
の
け
た
。

財
政
だ
と
、
確
か
に
天
然
資
源
賦
存
度
が
高
い
自

治
体
を
中
心
と
し
て
予
算
は
増
え
た
。
し
か
し
、

自
主
財
源
で
は
な
く
、
中
央
政
府
か
ら
の
交
付
金

や
補
助
金
が
増
え
た
の
で
あ
り
、
歳
入
基
盤
が
弱

い
自
治
体
が
多
く
、
ル
ー
テ
ィ
ン
な
支
出
が
歳
出

の
大
半
を
占
め
る
自
治
体
も
あ
る
。
法
制
的
に
は
、

民
主
化
・
分
権
化
後
の
地
方
分
権
に
関
す
る

一
九
九
九
年
第
二
二
号
法(

以
下
、
二
二
号
法)

で
は
人
事
と
事
務
権
限
に
つ
い
て
は
連
邦
制
に
近

く
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
二
二
号
法
に
代
わ
る

二
〇
〇
四
年
第
三
二
号
法(

以
下
、
三
二
号
法)

に
よ
っ
て
人
事
と
事
務
権
限
に
つ
い
て
政
府
間
関

係
は
階
統
的
性
格
が
強
ま
り
、
集
権
化
へ
と
少
し

揺
り
戻
し
が
起
き
た
。
実
質
的
に
は
、
人
事
・
事

務
権
限
面
で
十
分
に
集
権
化
し
始
め
て
い
る
と
は

い
え
な
い
に
せ
よ
、
制
度
的
に
そ
の
可
能
性
を
残

し
て
い
る
。

　

民
主
化
・
分
権
化
後
、
多
く
の
ミ
ニ
・
ス
ハ
ル

ト
が
跋
扈
し
て
地
方
へ
の
汚
職
拡
散
が
進
ん
だ
。

と
は
い
え
、
制
度
的
に
は
警
察
、
検
察
、
司
法
当

局
、
そ
し
て
汚
職
撲
滅
委
員
会
（
捜
査
・
訴
追
権

を
も
つ
独
立
機
関
）
の
人
事
権
は
ほ
ぼ
中
央
集
権

的
で
あ
り
、
首
長
、
地
方
公
務
員
、
地
方
議
員
な

ど
の
圧
力
か
ら
比
較
的
自
立
的
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
も
あ
り
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
ほ
ど
多
く
の
自
治
体
関
係
者
が
汚
職
容
疑

を
か
け
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
に
は
九
月
時

点
で
三
三
州
知
事
の
う
ち
三
人
、四
六
四
県
知
事・

市
長
の
う
ち
四
六
名
が
さ
ま
ざ
ま
な
汚
職
へ
の
関

与
を
疑
わ
れ
、
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
州
知
事
は
獄
中

に
あ
り
、
東
ヌ
サ
ト
ゥ
ン
ガ
ラ
州
知
事
、
西
カ
リ

マ
ン
タ
ン
州
知
事
は
取
り
調
べ
を
受
け
て
い
る
。
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二
〇
県
知
事
（
ク
タ
イ
県
、
ガ
ル
ッ
ト
県
な
ど
）、

三
市
長
（
メ
ダ
ン
市
な
ど
）
が
容
疑
者
と
な
っ
て

い
る
。
地
方
公
務
員
や
地
方
議
員
ま
で
含
め
れ
ば

容
疑
者
の
数
は
さ
ら
に
多
い
。
た
だ
し
、
中
央
政

界
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
れ
ば
裁
判
沙

汰
に
な
ら
な
い
し
、
裁
判
に
な
っ
て
も
無
罪
判
決

を
勝
ち
取
る
可
能
性
が
あ
る
。
汚
職
の
噂
の
つ
き

な
い
バ
ン
テ
ン
州
知
事
が
事
情
聴
取
さ
え
受
け
た

こ
と
が
な
い
の
は
、
彼
女
が
ゴ
ル
カ
ル
党
本
部
幹

部
で
あ
り
、
副
大
統
領
ユ
ス
フ
・
カ
ラ
と
懇
意
に

あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ク
リ
ー
ン
で
な
い
地
方
政

治
家
に
と
っ
て
政
治
的
保
険
と
し
て
中
央
政
界
と

の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
は
重
要
で
あ
る
。

●
細
分
化
す
る
地
域
主
義

　

表
１
は
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
か
ら
現
在
ま

で
の
自
治
体
数
の
変
化
を
示
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ワ

島
以
外
の
地
域
で
自
治
体
数
が
急
増
し
て
い
る
の

が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
地
方
エ
リ
ー

ト
主
体
の
「
住
民
」
要
求
に
基
づ
く
動
き
で
あ
る
。

独
立
運
動
の
起
き
た
パ
プ
ア
や
ア
チ
ェ
で
も
主
流

は
こ
う
し
た
細
分
化
地
域
主
義
で
あ
る
。
パ
プ
ア

で
は
中
央
政
府
に
よ
る
独
立
運
動
阻
止
と
い
う
狙

い
も
あ
っ
て
イ
リ
ア
ン
・
ジ
ャ
ヤ
州
が
パ
プ
ア
と

西
パ
プ
ア
に
分
割
さ
れ
、
州
内
に
次
々
と
新
県
・

市
が
設
置
さ
れ
た
。
数
多
く
の
部
族
か
ら
な
る
パ

プ
ア
で
は
、
一
部
族
が
多
数
派
と
な
る
新
自
治
体

の
設
置
に
反
対
が
起
き
る
は
ず
も
な
く
、
独
立
運

動
は
弱
体
化
し
た
。
一
方
、
ア
チ
ェ
州
で
は
、
独

立
派
の
選
挙
政
治
参
加
後
、
貧
し
い
ア
チ
ェ
中
南

部
か
ら
新
州
設
置
要
求
運
動
が
起
き
て
お
り
、
ア

チ
ェ
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

自
治
体
新
設
要
求
が
あ
ま
り
に
多
い
こ
と
か
ら

内
務
省
は
三
二
号
法
で
条
件
を
厳
し
く
し
た
。
母

体
自
治
体
の
首
長
・
議
会
の
同
意
、
中
央
政
府
の

承
認
、
住
民
の
強
い
支
持
が
必
要
な
点
は
変
わ
ら

な
い
が
、
新
州
に
は
三
県
・
市
で
は
な
く
五
県
・

市
か
ら
、
新
県
・
市
な
ら
三
郡
で
は
な
く
五
郡
か

ら
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
今
で
も
国
会

に
は
一
〇
〇
を
超
え
る
自
治
体
新
設
要
求
が
あ

が
っ
て
お
り
、
当
分
の
間
、
細
分
化
の
ス
パ
イ
ラ

ル
は
続
く
。
こ
う
し
た
細
分
化
の
ス
パ
イ
ラ
ル
は
、

財
政
的
に
は
と
も
か
く
、
マ
ク
ロ
な
政
治
的
安
定

を
実
現
す
る
に
は
良
い
。
自
治
体
が
小
規
模
化
す

れ
ば
地
方
エ
リ
ー
ト
の
中
央
政
府
に
対
す
る
政
治

力
も
弱
体
化
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
民
主
化
・

分
権
化
時
代
の
地
方
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
独
立
運

動
を
頂
点
と
す
る
反
政
府
的
姿
勢
を
取
る
よ
り
も
、

地
方
レ
ベ
ル
の
公
職
、
公
共
事
業
を
獲
得
す
る
こ

と
に
血
眼
に
な
っ
て
い
る
。

●
地
方
首
長
公
選

　

二
二
号
法
に
代
わ
る
三
二
号
法
で
は
、
地
方
議

員
に
対
す
る
政
治
不
信
の
高
ま
り
の
中
で
、
地
方

議
会
が
地
方
首
長
を
選
出
す
る
仕
組
み
を
や
め
て
、

政
党
推
薦
を
義
務
づ
け
た
地
方
首
長
公
選
制
を
導

入
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
五
年
六
月
に
ク
タ
イ

県
を
皮
切
り
に
二
〇
〇
八
年
四
月
末
日
ま
で
に
合

計
三
六
二
の
自
治
体
で
首
長
公
選
が
行
わ
れ
た
。

多
く
の
地
方
首
長
選
で
は
、
有
権
者
へ
の
金
の
ば

ら
ま
き
、
不
適
切
な
有
権
者
登
録
、
ラ
イ
バ
ル
候

補
の
中
傷
合
戦
、
官
僚
の
政
治
化
・
政
治
的
動
員
、

票
数
操
作
疑
惑
が
お
き
て
お
り
、
選
挙
監
視
委
員

会
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
選
挙

後
に
は
敗
者
が
勝
者
の
選
挙
違
反
を
あ
げ
つ
ら
う

訴
訟
が
各
地
で
起
き
て
い
る
。
た
だ
し
、
住
民
に

よ
る
デ
モ
は
多
発
し
て
も
大
衆
動
員
を
伴
う
対
立

に
ま
で
至
っ
た
例
は
少
な
い
。「
住
民
の
た
め
の

有
権
者
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

調
べ
で
は
、
二
〇
〇
七
年
二
月
か
ら
翌
年
一
月
に

行
わ
れ
た
五
〇
の
首
長
選
の
う
ち
、
大
衆
動
員
を

伴
う
対
立
に
ま
で
至
っ
た
の
は
八
件
の
み
で
あ
る
。

ま
た
敗
者
に
よ
る
告
訴
は
敗
北
に
終
わ
る
こ
と
が

大
半
だ
が
、
物
理
的
対
立
に
発
展
す
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
宗
教
や
民
族
と
い
っ
た
紛
争
に
な

り
や
す
い
イ
シ
ュ
ー
は
選
挙
戦
で
あ
ま
り
声
高
に

主
張
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
宗
教
・
宗
派
・
民
族

構
成
が
多
様
な
地
域
で
の
正
副
首
長
候
補
者
は
多

く
の
場
合
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
有
権
者
の
支

持
を
得
る
た
め
に
異
な
る
宗
教
・
宗
派
や
民
族
の

ペ
ア
か
ら
な
っ
て
お
り
、
対
立
抑
制
機
能
を
果
た

し
て
い
る
。

　

で
は
誰
が
勝
利
し
て
い
る
の
か
。
世
論
調
査
機

関
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
調
査
サ
ー
ク
ル
」
に
よ
れ
ば

現
職
が
強
い
。
二
〇
〇
六
年
一
二
月
ま
で
に
行
わ

れ
た
二
九
六
首
長
選(

四
首
長
選
不
明)

に
お
い

て
、
二
三
〇
の
現
職
首
長
が
立
候
補
し
て
一
四
三

の
自
治
体
で
再
選
を
果
た
し
た
。
再
選
率
は

六
二・
二
％
と
高
い
。
現
職
は
圧
倒
的
に
知
名
度

が
高
く
、
選
挙
戦
で
は
公
務
員
を
動
員
で
き
る
。

ま
た
、
有
権
者
受
け
の
施
策
を
し
て
い
れ
ば
、
多

少
の
汚
職
の
噂
が
あ
っ
て
も
勝
て
る
。
ゴ
ル
カ
ル

党
や
闘
争
民
主
党
な
ど
有
力
政
党
の
推
薦
だ
け
で

表１　インドネシアの自治体数の変化（1998年１月～2008年初（予定））

州・島
1998年1月 2007年末 2008年（予定）
州 県・市 州 県・市 州 県・市

スマトラ島 8 73 10 140 12 144
ジャワ島 5 108 6 116 6 116
バリ、ヌサ・トゥンガラ、東チモール 4 42 3 38 3 38
カリマンタン島 4 30 4 55 5 55
スラウェシ島 4 40 6 69 7 76
マルク、イリアン・ジャヤ 2 18 4 46 8 49
合　計 27 311 33 464 41 478
（出所）インドネシア法令集などより筆者作成。
（注）2008年（予定）の州、県・市の数は、2008年1月に国会審議を通過した新設自治体を含めたもの。
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は
勝
て
る
保
証
は
な
い
。
選
挙
資
金
が
な
け
れ
ば

政
党
支
部
は
集
票
マ
シ
ー
ン
と
し
て
機
能
し
な
い

し
、
一
政
党
の
有
力
幹
部
数
名
が
別
々
の
党
推
薦

を
得
て
立
候
補
し
て
集
票
マ
シ
ー
ン
が
機
能
不
全

に
陥
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
今
の
と
こ
ろ
選
挙
で
勝
利
す
る
の
は
、
急

進
的
左
翼
で
も
右
翼
で
も
な
く
、
一
宗
教
や
一
民

族
至
上
主
義
を
唱
え
る
政
治
家
で
も
な
い
。教
育・

保
健
医
療
分
野
重
視
の
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
、

グ
ッ
ド
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
を
主
張
し
、
で
き

る
か
ぎ
り
多
く
の
有
権
者
に
「
受
け
る
」
姿
勢
を

鮮
明
に
打
ち
出
す
中
道
系
の
候
補
た
ち
で
あ
り
、

政
党
は
新
た
に
台
頭
し
て
き
た
世
論
調
査
機
関
が

行
う
候
補
者
達
の
人
気
調
査
に
基
づ
い
て
候
補
者

を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

●「
普
通
」化
す
る
福
祉
正
義
党

　

首
長
公
選
と
政
党
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要

で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
急
進
派
の
台
頭
を
思
わ
せ

る
の
が
福
祉
正
義
党
の
躍
進
で
あ
る
。
一
九
九
八

年
に
首
都
圏
の
有
力
大
学
で
布
教
活
動
を
し
て
い

た
若
手
イ
ス
ラ
ー
ム
活
動
家
た
ち
が
福
祉
正
義
党

の
前
身
、
正
義
党
を
結
成
し
た
。
民
主
化
後
初
の

一
九
九
九
年
総
選
挙
で
は
一・
四
％
の
得
票
率

だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
総
選
挙
で
は
七・
三
％

の
得
票
率
を
獲
得
し
た
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州
で

は
二
〇
％
を
超
え
る
得
票
率
で
第
一
党
に
な
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
倫
理
に
基
づ
く
清

廉
潔
白
な
政
治
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
グ
ッ
ド
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
実
現
を
主
張
し
た
こ
と
が
特
に
都
市
部

で
人
気
を
呼
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
党
は

二
〇
〇
七
年
三
月
ま
で
に
行
わ
れ
た
一
二
〇
の
首

長
選
で
候
補
者
を
推
薦
し
て
七
七
の
首
長
選
で

勝
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
八
月
ま
で
に
同
党
が
ほ
ぼ

単
独
で
候
補
者
を
立
て
た
九
自
治
体
の
首
長
選
の

う
ち
、
四
自
治
体
（
デ
ポ
ッ
ク
市
、
ベ
ン
ク
ル
ー

州
な
ど
）
で
勝
利
を
収
め
た
。
州
知
事
選
に
限
る

と
、
ベ
ン
ク
ル
ー
州
、
バ
ン
カ
・
ビ
リ
ト
ゥ
ン
島

嶼
部
州
、
リ
ア
ウ
島
嶼
部
州
、
北
マ
ル
ク
州
に
加

え
、
今
年
四
月
に
は
ゴ
ル
カ
ル
党
の
拠
点
で
あ
る

西
ジ
ャ
ワ
州
、
北
ス
マ
ト
ラ
州
で
も
勝
利
を
収
め

た
。

　

同
党
の
首
長
選
で
の
高
い
勝
率
は
、
支
持
勢
力

の
増
加
と
動
員
力
の
高
さ
以
外
に
も
二
つ
の
理
由

が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
候
補
の
乱
立
で
あ
る
。

候
補
者
数
が
多
け
れ
ば
同
党
候
補
の
勝
率
が
高
い
。

こ
れ
は
、
同
党
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
に
根
強
い
懸

念
を
示
す
有
権
者
の
票
が
複
数
の
候
補
に
流
れ
た

た
め
に
、
同
党
候
補
が
勝
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

二
つ
め
は
、
同
党
が
「
普
通
」
政
党
化
し
た
こ
と

で
あ
る
。
他
党
同
様
、
選
挙
で
勝
つ
た
め
に
魅
力

的
な
公
約
と
候
補
者
を
売
り
に
し
始
め
た
。
選
挙

期
間
中
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
樹
立
な
ど
は
主
張
を

せ
ず
に
、
誰
に
で
も
受
容
可
能
な
グ
ッ
ド
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
実
現
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
大
衆
人

気
の
あ
る
候
補
者
、
つ
ま
り
テ
レ
ビ
に
よ
く
出
る

俳
優
や
女
優
を
候
補
者
に
仕
立
て
る
傾
向
も
顕
著

に
な
り
始
め
た
。
西
ジ
ャ
ワ
州
知
事
選
で
俳
優
デ

デ
・
ユ
ス
フ
を
副
知
事
候
補
に
擁
立
し
た
の
は
そ

の
典
型
で
あ
る
。
た
だ
し
、
大
衆
化
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
同
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
共
感
し
て
い
た

強
固
な
支
持
母
体
か
ら
の
不
満
が
高
ま
る
と
い
う

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
抱
え
て
い
る
。

　

同
党
の
普
通
政
党
化
は
選
挙
期
間
中
に
限
ら
な

い
。
汚
職
を
す
る
同
党
議
員
も
い
る
し
、
政
治
的

妥
協
も
す
る
。
例
え
ば
デ
ポ
ッ
ク
市
で
は
、
清
廉

な
政
治
の
実
現
を
謳
っ
て
当
選
し
た
同
党
候
補
市

長
は
、
既
得
権
益
の
喪
失
を
恐
れ
る
有
力
政
党
出

身
市
議
会
議
員
た
ち
と
の
妥
協
を
学
び
始
め
て

「
現
実
的
な
」
政
策
運
営
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
る
。

●
さ
い
ご
に

　

中
道
志
向
の
中
央
政
府
が
制
度
的
に
介
入
の
可

能
性
を
残
し
つ
つ
、
間
引
き
的
に
首
長
、
地
方
公

務
員
・
議
員
を
汚
職
容
疑
で
取
り
調
べ
る
こ
と
で

ゆ
る
や
か
な
統
制
を
し
な
が
ら
、
地
方
で
は
細
分

化
の
地
域
主
義
、
そ
し
て
中
道
・
均
衡
の
政
治
が

展
開
す
る
状
況
は
今
後
も
続
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

細
分
化
は
い
ず
れ
打
ち
止
め
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
中
道
・
均
衡
の
政
治
を
支
え
て
い
る
の
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
な

く
、
極
め
て
現
実
的
な
利
権
で
あ
る
と
い
う
地
方

エ
リ
ー
ト
間
の
合
意
で
あ
る
。
今
で
も
、
東
ビ
リ

ト
ゥ
ン
県
知
事
だ
っ
た
バ
ス
キ
の
よ
う
に
、
こ
う

し
た
エ
リ
ー
ト
へ
の
批
判
を
武
器
に
首
長
選
を
勝

ち
抜
い
た
も
の
も
い
る
。
今
年
の
四
月
に
三
二
号

法
が
改
正
さ
れ
て
政
党
推
薦
の
な
い
候
補
者
が
地

方
首
長
選
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
こ
う
し
た
反
エ
リ
ー
ト
支
配
を
訴
え
る
ポ

ピ
ュ
リ
ス
ト
達
が
現
れ
て
新
た
な
政
治
が
各
地
に

広
が
る
可
能
性
は
あ
る
。

（
お
か
も
と　

ま
さ
あ
き
／
京
都
大
学
東
南

ア
ジ
ア
研
究
所
准
教
授
）
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